
森町様式１（第１面）

郵便番号 実　　印

フリガナ

住所

電話番号

FAX番号 使用印鑑

フリガナ
商号又は名称

フリガナ
代表者

（支店・営業所等が該当します。）

郵便番号 受任者印

フリガナ

住所

電話番号

FAX番号

フリガナ
商号又は名称

フリガナ
代表者

　人その他の使用人として使用している者

受　　付　　印

※印の欄は記入しないでください。

※商号又は名称の頭文字

※受付番号 ※確認者

受任者

　に規定する暴力団員並びにその利益となる活動を行う者又はこれらの者を役員、代理人、支配

私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次に該当しない者であることを申し出ます。
１　地方自治法施行令第167条の４第１項に規定する者
２　地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者
３　消費税及び地方消費税、森町に係る町税に滞納がある者
４　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団及び第６号

物品等競争入札参加資格 審査申請書
令和　　年　　月　　日

森町長　　　　　　　　様

　令和５年度及び令和６年度において、森町の行う競争入札に参加したいので指定の書類を添えて
入札参加資格の審査を申請します。
　なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

申請者



森町様式１（第２面）

年 月 日

町内支店等の名称

２　営業販売等実績高　※損益計算書の売上高

年 月 ～ 年 月 年 月 ～ 年 月

３　主な販売又は業務実績内容（直前２年前）

大 中 小

自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月

４　消費税等の課税区分　※該当するところに○をつけてください。

課税事業者 免税事業者

５　本申請に係る連絡先　※申請に係る担当者

所属

役職・氏名

電話番号

直前２年間の主な販売実績・業務実績を小分類ごとに１件以上記入してください。不足の場合は別紙へ

分　　　類
主な品目名又は業務名 発　　注　　者

販売実績・業務
実績高（千円）

契　約　期　間

合計（損益計算書の売上高） 千円 千円

※【２リース・レンタル】【３業務委託等】のみ記入

４不用品回収 千円 千円

上記以外の売上高 千円 千円

２リース・レンタル 千円 千円

３業務委託等 千円 千円

希望する品目等の
大分類ごとの売上高

直前２年度決算 直前１年度決算

１物品供給等 千円 千円

１　事業所の概要

法人設立登記（個人は開業日） 資本金 従業員

万円 人



森町様式１（第２面）別紙

３　主な販売又は業務実績内容（直前２年前）

大 中 小

自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月

※【２リース・レンタル】【３業務委託等】のみ記入

直前２年間の主な販売実績・業務実績を小分類ごとに１件以上記入してください。不足の場合は別紙へ

分　　　類 主　な　品　目　名
又　は　業　務　名

発　　注　　者
販売実績・業務
実績高（千円）

契　約　期　間

※【２リース・レンタル】【３業務委託等】のみ記入



森町様式１（第３面の１）希望する品目・分類表　【大分類　１物品供給等】

細分類

❶ 建設用機械器具
①ブルドーザー　②ロードローラー　③杭打機　④削岩機　⑤クレーン
⑥グレーダー　⑦パワーショベル　⑧バイブレーター　⑨ランマー　⑩水中ポンプ
⑪フォークリフト

❷ 農林用機械器具 ①トラクター　②刈払機　③芝刈機　④噴霧器　⑤特殊車両　⑥農機具等

❸ 漁業用器具及び資材
①20トン未満の船舶　②船舶用品　③漁網等　④栽培漁業用設備
⑤漁業用具明示標識 　⑥浮玉

❹ 設備用機器及び資材
①空調設備　②冷暖房設備　③給排水･給湯設備　④サクションホース
⑤塩ビ管等　⑥水道用メーター

❺ 電気機器及び資材
①発電機器・変電機器　②受配電設備　③モーター　④自動制御装置
⑤屋外照明器具　⑥屋内照明器具　⑦水道施設用発電機・ポンプ類　⑧電磁流動計
⑨超音波流動計　⑩大型無停電電源装置　⑪航路標識

❻ 機械機器及び資材
①大型ボイラー・ポンプ　②屋内用クレーン　③コンベア　④送風機
⑤油圧・空圧装置　⑥し尿処理機械・部品　⑦バケット　⑧自動車整備用機械
⑨業務用洗濯機　⑩動力伝動装置等　⑪トラックスケール

❼ 通信機器及び資材

①電話交換機　②有線放送装置　③レーダー装置　④ビーコン装置
⑤館内放送放映装置　⑥電話機　⑦無線機器　⑧テレビ共同受信機等
⑨消防用緊急通報システム通信機器等
⑩セキュリティ機器（ソフトウェアも含む）

❽ 工作機械器具
①旋盤　②ボール盤　③プレス機械　④切断機　⑤圧延機　⑥溶接機・溶断器
⑦測定器具（マイクロメーター、ゲージ類）　⑧レーザー加工機　⑨電動工具
⑩雑工具（スパナ等）

❾
理化学機器・
計測機器及び資材

①計量機器　②測量機器　③気象用計器　④音響測定器　⑤身長体重計
⑥分析機器　⑦試験検査機器　⑧工業用内視鏡

❿
建設用資材
材料等

①生コンクリート　②アスファルト　③セメント　④骨材　⑤火山灰　⑥岩ずり
⑦砕石　⑧コンクリート製品　⑨ブロック　⑩レンガ　⑪木材　⑫合板　⑬竹材
⑭木工品等　⑮鉄鋼製品 ⑯非鉄（金属）製品　⑰鋳鉄製品等　⑱塗料　⑲錆止め
⑳ガラス･サッシ類　㉑プラスチック分解防滑剤　㉒乾燥砕石　㉓融雪剤
㉔凍結防止剤　㉕断熱材　㉖フィルター等

⓫
農林業用種苗・薬品
・資材類

①飼料　②飼料機材等　③種苗　④樹木　⑤芝　⑥草花　⑦用土・庭石
⑧園芸用品　⑨冬囲い用品　⑩肥料【01】
⑪防疫用殺虫剤・殺鼠剤【04･05･06･11･16･17･18】
⑫除草剤【02】⑬農業用殺虫剤等の農薬【02】

⓬ 工業薬品等

①凝集剤　②消泡剤　③アルコール製剤　④pH調整剤　⑤消石灰　⑥活性炭
⑦固形塩素　⑧珪藻土　⑨ボイラー水処理剤・冷却水処理剤
⑩井水・下水処理剤　⑪防食材・防食剤　⑫流出油処理　⑬分析用試薬等
⑭工業用乳酸菌

⓭ その他

①組立ハウス　②簡易物置・車庫　③仮設トイレ　④シャッター等　⑤コンテナ
⑥ガスボンベ　⑦焼却炉　⑧道路標識　⑨電照式標識　⑩カーブミラー
⑪バリケード　⑫セーフティーコーン　⑬ポール（消火栓用・除雪用）
⑭ロータリー除雪装置　⑮草刈装置　⑯獣害防止用捕獲檻　⑰滅菌機

細分類

❶ 医療機器（許可等必要）
①高度管理医療機器【07･13】　②特別保守管理医療機器【07･08･13･14】
③管理医療機器【08･14】

❷ 医療機器（許可等不要）
①一般医療機器（薬事法によるもの）
②医療用品・資材（ベット・車イス・介護用品等）

❸ 医薬品等
①医薬品　②ワクチン　③医療用酸素　④笑気ガス　⑤血清　⑥培地　⑦試薬
⑧動物用医薬品等【03･04･05･06･09･10･11･12】から該当するもの
⑨感染症対策用品（マスク・防護服・消毒薬等）

医
　
薬
　
品

医
療
機
器
類

医
　
薬
　
品

医
療
機
器
類

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

産
業
用
機
械
資
材
類

産
業
用
機
械
資
材
類

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

②
中分類　②医療機器類・医薬品

②小分類

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

①
中分類　①産業用機械資材類

①小分類

森町様式１（第３面の１）希望する品目・分類表　【大分類　１物品供給等】



森町様式１（第３面の２）希望する品目・分類表　【大分類　１物品供給等】

細分類

❶ 事務用機器
①パソコン　②サーバー　③プリンター　④パソコン周辺機器　⑤磁気媒体
⑥ストックフォーム　⑦トナーカートリッジ　⑧ソフトウェア　⑨複写機
⑩シュレッダー　⑪簡易印刷機・輪転機　⑫製本・紙折機等　⑬青写真

❷
家具
調度品

①絨毯・カーペット　②カーテン・ブラインド　③簡易間仕切り　④畳等
⑤家具（制作家具含む）⑥書庫・ロッカー等　⑦テーブル　⑧机・椅子　⑨金庫

❸ 文具・用紙類 ①文房具類　②コピー用紙　③その他の用紙　④事務用品等　⑤特殊印刷用紙

❹
写真
光学機器等

①カメラ　②撮影機　③映写機等　④写真用品　⑤DPE等
⑥双眼鏡・望遠鏡等

細分類

❶ 自動車等

①乗用自動車　②乗合自動車（バス）　③貨物自動車（トラック）
④自動二輪車　⑤特殊車両（農業用を除く）　⑥スノーモービル
⑤消防車　⑥その他消防車両　⑦消防車両用架装等　⑧救急車
⑨特別仕様自動車

❷ 自転車・その他の車両 ①自転車　②リヤカー　③一輪車

❸ 車両用品

①乗用車用タイヤ　②トラック、バス用タイヤ　③小型トラック用タイヤ
④自動二輪車用タイヤ　⑤産業車両用タイヤ　⑥建設車両用タイヤ
⑦特殊車両用タイヤ　⑧自転車。運搬用タイヤ
⑨エンジン部品　⑩電装品・電子部品及び計器類
⑪駆動・伝導・操縦装置部品　⑫懸架・制動装置部品　⑬車体部品
⑭自動車用品　⑮自転車、運搬車用品　⑯道路清掃車両部品・装置等
⑰建設車両部品

❹ その他 ①除排雪用車両　②凍結防止剤散布車・圧雪車

細分類

❶ 石油燃料 ①ガソリン【19･20】　②軽油【19】　③灯油【19】　④重油等【19】

❷ 燃料ガス ①LPG【21･22】

❸ その他の燃料
①石炭･コークス　②木炭　③バイオディーゼル燃料等　④ペレット　⑤薪
⑥エンジンオイル

細分類

❶ 帽子類 ①制帽　②作業帽　③運動帽　④ヘルメット等

❷ 被服類 ①制服　②作業衣　③防寒衣　④白衣　⑤雨具　⑥手袋　⑦繊維製品等

❸ 靴鞄類 ①作業靴　②安全靴　③ゴム長靴　④病院用靴　⑤鞄等

❹ 寝具類 ①寝具等（布団･毛布･敷布・枕）　②座布団等

❺ 皮革類 ①洋品　②服地　③ウェス

皮
　
革
　
類

帽
子
・
被
服

皮
　
革
　
類

帽
子
・
被
服

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

燃
料
ガ
ス

油
　
　
脂

燃
料
ガ
ス

油
　
　
脂

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑥
中分類　⑥帽子・被服・皮革類

⑥小分類

車
両
用
品
類

車
　
　
　
両

車
両
用
品
類

車
　
　
　
両

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑤
中分類　⑤油脂・燃料ガス

⑤小分類

家
具
・
装
飾

事
務
用
機
器

家
具
・
装
飾

事
務
用
機
器

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

④
中分類　④車両・車両用品類

④小分類

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

③
中分類　③事務用機器・家具・装飾

③小分類

森町様式１（第３面の２）希望する品目・分類表　【大分類　１物品供給等】



森町様式１（第３面の３）希望する品目・分類表　【大分類　１物品供給等】

細分類

❶ 図書及び定期刊行物 ①書籍　②雑誌　③啓蒙用冊子等（CD･DVD等の媒体含む）　④追録　⑤地図類

❷ 音楽用品 ①音楽CD　②楽器

❸
学習用教材
美術工芸品

①学習教材　②視聴覚機器等　③保育用教材等　④彫刻　⑤絵画　⑥レリーフ等
⑦陶芸用窯　⑧陶芸用機器

❹ 体育施設器具

①バスケットゴール・関連器具　②バトミントンポスト・関連器具
③バレーボールポスト・テニスポスト関連器具　④器具棚・肋木・ネット
⑤審判台・得点板・ボールカゴ　⑥卓球台　⑦福祉関連器具　⑧体操競技器具
⑨トランポリン関連　⑩マット　⑪椅子運搬車　⑫フロアシート
⑬ステージステップ　⑭柔道畳・関連器具　⑮レスリングマット・空手マット
⑯プロテクター・鏡・ダンスバー　⑰スカッシュ・スポーツフロア
⑱トレーニング器具　⑲プール関連器具（コースロープ等）
⑳屋外器具（サッカーゴール、バッティングゲージ等）　㉑大型映像表示装置
㉒陸上関連　㉓グランド舗装材料　㉔人工芝　㉕公園遊器具

❺ 運動用具
①スポーツ用品（ボール等）　②レジャー用品　③テント等　④計測機器
⑤プール関連用品（薬剤も含む）　⑥ラインマーカー関係

細分類

❶ 印章・ゴム印 ①印章　②ゴム印

❷ 天幕・旗 ①天幕　②旗･のぼり　③腕章　④ワッペン　⑤暗幕等

❸ 看板・展示品等 ①看板･掲示板･表示板　②横断幕･懸垂幕　③模型･標本　④表具・額装

細分類

❶
消防・防災用品
・交通安全用品

①呼吸保護具（防護マスク、酸素呼吸器等）　②顔面保護具（防塵眼鏡等）
③危険防止安全装置（ガス検定器等）　④保護衣（安全帽、安全作業衣等）
⑤救命器具　⑥消火器具　⑦動力消防ポンプ　⑧消防附帯設備（連結送水管等）
⑨防災用品　⑩防災資機材　⑪発炎筒　⑫交通安全用品等　⑬保存食・非常食

❷ 貴金属・時計・眼鏡 ①貴金属　②時計　③眼鏡

❸ バッジ・盾・展示用品 ①バッジ　②メダル　③カップ・トロフィー・盾　④展示用品

❹ 食品関係
①生鮮食品（野菜・肉・魚）　②加工品　③調味料　④菓子類　⑤飲料
⑥保存食等　⑦医療用食品

❺
家庭雑貨・清掃用品
梱包資材・袋

①家庭金物・雑貨　②清掃用具等　③紙・繊維・段ボール製雑貨
④ビニール用品　⑤発泡スチロール製品　⑥容器・タンク　⑦指定ゴミ袋
⑧食器等

❻ 家庭用電化製品
①テレビ・アンテナ等　②エアコン　③冷蔵庫　④洗濯機　⑤電子レンジ
⑥照明器具（消耗品も含む）⑦掃除機　⑧電池等　⑨暖房機器等
⑩音響機器（舞台用ではない）

❼ 厨房等機械器具
①流し台･調理台　②調理用機器　③食器洗浄･消毒機器　④給湯関係機器
⑤冷凍・冷蔵関係（業務用）　⑥食器等（業務用）　⑦食器用洗剤（業務用）

❽ 除雪機・融雪機 ①小型除雪機　②融雪機

❾ 環境用機械器具・用品 ①廃棄物処理機器　②生ゴミ処理装置　③エアフィルター

❿ 自動販売機等 ①券売機　②両替機　③料金清算装置　④自動料金収納機　⑤自動販売機

⓫ 選挙専用物品 ①投票箱･記載台　②選挙専用物品

⓬ 冠婚葬祭物品等
①冠婚葬祭物品　②斎場用品　③舞台装置　④大道具　⑤舞台専用照明等
⑥舞台音響装置等

⓭ その他
①高圧洗浄機　②洗車機　③ステンレス容器（灯油タンク・水タンク・什器等）
④生花

そ
の
他

そ
の
他

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

天
幕
看
板
等

印
章

天
幕
看
板
等

印
章

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑨
中分類　⑨その他

⑨小分類

体
育
施
設
器
具

図
書
・
教
材

体
育
施
設
器
具

図
書
・
教
材

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑧
中分類　⑧印章・天幕看板等

⑧小分類

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

⑦
中分類　⑦図書・教材等

⑦小分類

森町様式１（第３面の３）希望する品目・分類表　【大分類　１物品供給等】



森町様式１（第４面）希望する品目・分類表　【大分類　２リース・レンタル】

細分類

❶ 産業用機械類賃貸借

①建設用機械・器具　②農業用機械・農業用加工機器等　③漁業用器具
④設備用器具等　⑤電気器具等　⑥機械器具・ボイラー設備等
⑦通信器具等　⑧工作機械器具　⑨理化学機器・計測機器等　⑩植木類
⑪照明器具

❷
医療機器賃貸借
介護用品等賃貸借

①高度管理医療機器【07･13】　②管理医療機器【08･14】
③医療保健衛生用検査・分析機器（管理医療機器除く）
④医療保健衛生用以外の検査･分析機器　⑤歩行補助器具
⑥車椅子・介護用品

❸ 事務用機器等賃貸借

①パソコン及び周辺機器　②複写機・印刷機
③システム一式（ソフトウェア含む）　④その他ＯＡ機器
⑤空気清浄機（分煙機等）　⑥レジスター･契印機　⑦丁合機　⑧音響機器
⑨映像機器

❹ 自動車等賃貸借 ①自動車リース　②レンタカー等

❺ 帽子・被服・皮革類 ①帽子・被服・皮革類　②寝具・病衣

❻ その他
①公営ポスター掲示板及び投票所スロープ　②消防活動用品（防火衣等）
③屋内外美化清掃用品　④電光表示システム　⑤自動販売機･発券機
⑥家電・厨房機器　⑦緑化商品　⑧フロアマット　⑨スポーツ用品

リ
ー
ス
・
レ
ン
タ
ル

リ
ー
ス
・
レ
ン
タ
ル

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

⑩
中分類　⑩リース・レンタル

⑩小分類

森町様式１（第４面）希望する品目・分類表　【大分類　２リース・レンタル】



森町様式１（第５面の１）希望する品目・分類表　【大分類　３業務委託等】

細分類

❶ 旅客運送 ①旅客自動車運送【23】　②通学用バス･タクシー運送【23】

❷ 貨物運送
①事務所移転【25･26】　②土砂等運送【25･26】　③貨物自動車運送【25･26】
④給食配送【25･26】

細分類

❶ 警備
①施設常駐警備【27】　②機械警備【27･28】
③雑踏警備（交通整理･車両誘導も含む）【27】　④駐車場整理

❷ 受付 ①受付・展示物案内・誘導　②電話受付・電話交換手

❸ 日直等 ①監視業務（プール管理等）②庁舎・公共施設の日直･宿直　③用務員業務

細分類

❶
建物清掃等
環境衛生管理

①一般清掃【29･36】　②空気環境測定【30･36】　③空気調和用ダクト【31】
④施設飲料水水質検査【32】　　⑤施設飲料水貯水槽【33】　⑥配水管【34】
⑦ねずみ･こん虫等防除【35】　⑧環境衛生総合管理【36】【37】
⑨病院清掃（院内感染防止などの衛生的技術による清掃）
⑩浄化槽清掃【39】⑪ボイラー清掃（洗缶）【110】
⑫煙突

❷ 道路等除排雪 ①道路除排雪　②駐車場等除排雪（道路は除く）

❸
公園・海浜・河川
・ダム等公有地清掃

①草刈・枝払　②倒木等処理　③油流出処理

細分類

❶ 上水道・下水道施設 ①上水道施設運用業務　②下水道施設運用業務

❷ 環境施設
①廃棄物処理場運用業務　②し尿処理施設運用業務
③再資源化処理施設運用業務

❸ その他公共施設 ①その他公共施設運用業務（施設の種類等　　　　　　　　　　　　　　　　）

❹
法規等に定められる建築
物の点検等

①建築物定期点検（建築基準法第６条第１項第１号の建築物その他前項
の政令で定める建築物）　【101･102･103】
②防火対象物点検（消防法施行令第６条で定めるもの）【106】

運
用
管
理

公
共
施
設

運
用
管
理

公
共
施
設

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

清
掃
・
保
守
維
持
管
理

施
設
・
道
路
等

清
掃
・
保
守
維
持
管
理

施
設
・
道
路
等

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑭
中分類　⑭公共施設運用管理・点検

⑭小分類

日
　
直
　
等

警
備
・
受
付

日
　
直
　
等

警
備
・
受
付

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑬
中分類　⑬施設・道路等　清掃等

⑬小分類

運
送
請
負

運
送
請
負

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑫
中分類　⑫警備・受付・日直等

⑫小分類

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

⑪
中分類　⑪運送請負

⑪小分類

森町様式１（第５面の１）希望する品目・分類表　【大分類　３業務委託等】



森町様式１（第５面の２）希望する品目・分類表　【大分類　３業務委託等】

細分類

❶ 電気設備
①配電・配線器具　②発電設備　③照明器具　④電気保安関係
⑤セキュリティシステム

❷ 通信設備
①無線機器　②テレビ共同聴取施設　③LAN配線・ネットワーク機器
④電話交換機･回線【112】

❸
計器・ポンプ
冷暖房空調等

①計器類（水道メーター・圧力計等）　②各種ポンプ　③ボイラー設備保守【109】
④冷暖房・空調設備　⑤空気清浄機・分煙機　⑥石油ストーブ　⑦煙突
⑧燃料タンク（地下燃料タンクを含む）【111】　⑨ダクト

❹ トイレ・浄化槽等 ①浄化槽【40】　②バイオ式トイレ　③汲み取り式便所

❺ 給排水設備 ①貯水槽（飲料水除く）②給排水設備【37】　③簡易専用水道【41】

❻ 建具等 ①自動ドア　②窓・サッシ　③シャッター等

❼ 昇降機
①乗用昇降機【101･102･104】　②階段昇降機【101･102･104】
③荷物専用昇降機【101･102･104】　④舞台床機構・吊物装置

❽ 消防関連設備
①産業用安全保護具　②救命器具　③消防用設備【107･108】　④消火器具
④消防附帯設備　⑤特殊用途車設備（救急車、消防ポンプ車等）

❾
法規等に定められる建築
物の点検等

①建築設備定期点検（建築基準法第６条第１項第１号の建築物その他前項の
政令で定める建築物の昇降機以外の建築物（法第12条第４項による））

❿ その他設備機器
①厨房機器　②ダム関連機器　③医療機器【15】　④遊具　⑤体育施設器具
⑥楽器修理・調律等　⑥火葬炉設備　⑦選挙機器　⑧環境施設関連機器
⑨ＯＡ機器　⑩情報システム　⑪計量用計器　⑫プール設備

細分類

❶ 車両整備・修理

①普通自動車（大型）【42･43･44】
②大型特殊・普通自動車（中型）【42･43･44】
③普通自動車（小型）【42･43･44】
④普通自動車（①から③以外のもの）【42･43･44】
⑤四輪の小型自動車【42･43･44】
⑥三輪の小型自動車【42･43･44】
⑦二輪の小型自動車【42･43･44】
⑧軽自動車【42･43･44】
⑨産業用機械資材類（中分類①に登録のある機械資材類等）

細分類

❶ 一般廃棄物 ①収集運搬【45】　　②中間処理【46】　　③最終処分【46】

❷ 産業廃棄物 ①収集運搬【47】　　②中間処理【50】　　③最終処分【50】

❸ 特別管理産業廃棄物 ①収集運搬【48】　　②中間処理【49】　　③最終処分【49】

❹ 再生処理 ④廃棄物処理再生処理【51】

収
集
運
搬
・
処
分

廃
棄
物

収
集
運
搬
・
処
分

廃
棄
物

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

自
動
車
等
整
備
・
修
理

自
動
車
等
整
備
・
修
理希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑰
中分類　⑰廃棄物収集・運搬・処分

⑰

設
備
機
器
　
保
守
維
持
管
理

設
備
機
器
　
保
守
維
持
管
理

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑯
中分類　⑯自動車　保守点検・整備

⑯小分類

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

⑮
中分類　⑮設備機器　維持管理・保守点検・修理

⑮小分類

森町様式１（第５面の２）希望する品目・分類表　【大分類　３業務委託等】



森町様式１（第５面の３）希望する品目・分類表　【大分類　３業務委託等】

細分類

❶ 広告代理等 ①広告代理　②新聞折込　③ビデオ制作　④インターネット広告

❷
フォーム印刷
特殊印刷

①活版　②オフセット　③製本　④連続用紙印刷　⑤OCR・OMR印刷
⑥圧着封筒・はがき　⑦シール・ラベル　⑧スクリーン　⑨カード類
⑩偽造防止　⑪金属プレート　⑫地図　⑬点字印刷等

❸
印刷物制作
写真
図面制作

①印刷物制作（企画・編集・制作・デザイン等）　②複写業務　③写真撮影
④印刷及び封入封緘　⑤写真プリント　⑥航空写真撮影～図面制作
⑦図面制作・地図作成

❹
医療関係業務
介護関係業務

①医療事務（医療費の請求･点検）　②臨床検査業務　③治験支援業務
④歯科技工業務　⑤健康診断業務

❺ イベント関係
①イベント企画･運営等　②イベント企画・運営等（公葬）
③舞台設備（照明･音響等）操作業務　④舞台設備（照明･音響等）保守
⑤講演会等

❻ 情報・通信サービス

①コンテンツ作成（ホームページ・動画コンテンツ作成等）
②システム等開発・改良（システム、ソフトウエアの開発・改良）
③システム等管理運営（ソフトウエア及びハードウエアの管理、システム（ハード・ソフト）運用）

④データ処理（データ入力・出力処理）
⑤クラウドサービス等提供
⑥情報セキュリティサービス
⑦通信サービス（インターネット接続サービス）
⑧情報・通信サービスに関する調査業務
⑨パソコン研修等
⑩情報セキュリティ監査業務【114】

❼ その他の事業
①クリーニング【56】　②給食提供業務　③電力供給等　④収納代行業務
⑤斎場業務　⑥建物等解体業務【37・60】　⑦保育所業務　⑧気象情報提供
⑨医薬品管理　⑩救急車艤装業務　⑪冬季就労対策事業　⑫会議録・議事録等作成

細分類

❶
検査業務
分析業務

①大気測定【52】　②水質検査【52】　③土壌分析【52】
④アスベスト測定業務【52】　⑤悪臭測定【52】　⑥ダイオキシン類測定【53】
⑦環境ホルモン類分析　⑧ごみ質分析
⑨化学物質測定検査（シックハウス関係）　⑩作業環境【54】　⑪細菌検査
⑫食品検査　⑬温泉成分検査

❷ 交通関係・市場調査
①交通量調査　②市場･経済調査　③費用便益分析調査　④統計関連
⑤顧客満足度調査・政策効果

❸
不動産鑑定
環境関係調査
（アセスメント含む）

①不動産鑑定【55】　②物件（不動産除く）　③環境関係調査（アセスメント含む）
④電波障害調査　⑤景観調査　⑥エネルギー関連調査

❹ 事業計画等

①市町村基本計画　②経営戦略　③介護保険事業基本計画等　④人事評価制度
⑤ストレスチェック等　⑥地方公営企業会計制度　⑦監査関連
⑧指定管理者評価・モニタリング　⑨施設マネジメント
⑩地方教育行政関連

調
査
・
事
業
計
画
等

調
査
・
事
業
計
画
等

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

委
託
業
務

委
託
業
務

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

⑲
中分類　⑲事業・調査業務等

⑲小分類

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

⑱
中分類　⑱委託業務

⑱小分類

森町様式１（第５面の３）希望する品目・分類表　【大分類　３業務委託等】



森町様式１（第６面）希望する品目・分類表　【大分類　４不用品回収】

細分類

❶ 害鳥獣虫防除
①害鳥防除･駆除　②害獣防除･駆除　③害虫防除･駆除
※⑬施設・道路等清掃等⑦ねずみ・こん虫等防除を除いたもの。

❷ その他 ①屋根雪下ろし　②損害保険業務【57】　③火葬炉残骨灰処理

細分類

❶ 不用品回収

①金属類（鉄屑･非鉄屑･金属製機械･金属製事務用品）【58･59】
②紙（古紙･古新聞･古雑誌･古本）【58】
③廃油（廃食用油･その他の廃油）
④自転車
⑤自動車（自動車･自動二輪車･特殊車両･スノーモービル等）【58】
⑥木材及び枝（木材･剪定枝等）
⑦消防用ホース【58】

不
用
品
回
収

不
用
品
回
収

希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

　　　　１希望する分類の主な品目（ただし営業販売実績高があるもの）の番号に○をつけてください。
　　　　２【番号】は営業に関する許可等が要する場合がありますので 第７面参照のうえ許可等の写しを添付してください。
　　　　３希望する品目等が欄にない場合は中分類の最後の欄に小・細分類と品目を記入してください。

⑳
中分類　⑳その他業務

⑳小分類

そ
の
他
業
務

そ
の
他
業
務希望する品目等が欄にない場合は該当するであろう小・細分類と品目を記入してください。

㉑
中分類　㉑不用品回収

㉑小分類

森町様式１（第６面）希望する品目・分類表　【大分類　４不用品回収】



森町様式１（第7面）許可・免許等が必要なもの

番号 名称 詳細

01 肥料販売業務開始届
管轄：都道府県知事
法令：肥料取締法第23条第１項

02 農薬販売届
管轄：都道府県知事
法令：農薬取締法第８条

03 薬局開設許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第４条

04 医薬品店舗販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条・第26条

05 医薬品配置販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条・第30条

06 医薬品卸売販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条・第34条

07 高度管理医療機器等販売（賃貸）業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第39条

08 管理医療機器等販売（賃貸）業届
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第39条の３

09 動物用医薬品店舗販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条

10 動物用医薬品配置販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条

11 動物用医薬品卸売販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条

12 動物用医薬品特例店舗販売業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第24条

13 動物用高度管理医療機器等販売（賃貸）業許可
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第39条

14 動物用管理医療機器等販売（賃貸）業届
管轄：都道府県知事
法令：薬事法第39条の３

15 医療機器修理業許可※

※修理を行う機器の種類によって許可を取得する区分が
異なります。
管轄：厚生労働大臣（地方厚生局長）・都道府県知事
法令：薬事法第40条の２

16 毒物劇物一般販売業登録
管轄：都道府県知事・保健所を設置する市長又は特別区の区長

法令：毒物及び劇物取締法第４条

17 毒物劇物農業用品目販売業登録
管轄：都道府県知事・保健所を設置する市長又は特別区の区長

法令：毒物及び劇物取締法第４条

18 毒物劇物特定品目販売業登録
管轄：都道府県知事・保健所を設置する市長又は特別区の区長

法令：毒物及び劇物取締法第４条

19 石油販売業開始届
管轄：経済産業大臣
法令：石油の備蓄の確保等に関する法律第24条

20 揮発油販売業登録
管轄：経済産業大臣
法令：揮発油等の品質確保等に関する法律第３条

21 液化石油ガス販売事業登録※

※液化石油ガス販売事業登録については、販売所設置の
形態によって登録申請先が違うので注意
管轄：経済産業大臣・都道府県知事
法令：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する
　　　法律第３条

22 高圧ガス販売事業届
管轄：都道府県知事
法令：高圧ガス保安法第20条の４

23 一般旅客自動車運送事業許可※
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：道路運送法第４条

24 自家用自動車有償貸渡許可
※レンタカー許可
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：道路運送法第80条

25 一般貨物自動車運送事業許可
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：貨物自動車運送事業法第３条

26 貨物軽自動車運送事業届出
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：貨物自動車運送事業法第36条

27 警備業認定書
管轄：都道府県公安委員会
法令：警備業法第４条

事
業
所
と
し
て
の
許
可
・
免
許
等
が
必
要
な
も
の

事
業
所
と
し
て
の
許
可
・
免
許
等
が
必
要
な
も
の

　　　希望する細分類の主な品目において事業所として必要な許可・登録等の番号に○を書いて
　　　許可証明等の写しを添付してください。

① ①事業所としての許可・免許等が必要なもの ①

森町様式１（第７面）許可・免許等が必要なもの



森町様式１（第7面）許可・免許等が必要なもの

番号 名称 詳細

28 機械警備業務開始届出
管轄：都道府県公安委員会
法令：警備業法第40条

29 建築物清掃業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

30 建築物空気環境測定業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

31 建築物空気調和用ダクト清掃業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

32 建築物飲料水水質検査業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

33 建築物飲料水貯水槽清掃業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

34 建築物排水管清掃業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

35 建築物ねずみ・こん虫防除業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

36 建築物環境衛生総合管理業登録
管轄：都道府県知事
法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律
　　　第12条の２

37 建設業許可※
※許可は28種類
管轄：国土交通大臣・都道府県知事
法令：建設業法第３条

38 下水道処理施設維持管理業者登録
管轄：国土交通大臣
法令：下水道処理施設維持管理業者登録規程

39 浄化槽清掃業許可
管轄：市町村長
法令：浄化槽法第35条

40 浄化槽保守点検業登録
管轄：都道府県知事
法令：浄化槽法第48条

41 簡易専用水道検査機関登録
管轄：厚生労働大臣
法令：水道法第20条の２・水道法施行規則第15条の２

42 自動車分解整備事業認証（認証工場）
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：道路運送車両法第78条

43 指定自動車整備事業（指定工場）
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：道路運送車両法第94条の２

44 優良自動車整備事業者認定※

※認定の種類は次のとおりです
「一種整備工場」「二種整備工場」「特殊整備工場」
管轄：国土交通大臣（地方運輸局長）
法令：道路運送車両法第94条

45 一般廃棄物収集運搬業許可
管轄：市町村長
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条

46 一般廃棄物処理業許可
管轄：都道府県知事
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条

47 産業廃棄物収集運搬業許可
管轄：都道府県知事
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条

48 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
管轄：都道府県知事
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の４

49 特別管理産業廃棄物処理業許可
管轄：都道府県知事
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の４
　　　第６項

50 産業廃棄物処理業許可
管轄：都道府県知事
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条

51 廃棄物再生事業者登録
管轄：都道府県知事
法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の２

　　　希望する細分類の主な品目において事業所として必要な許可・登録等の番号に○を書いて
　　　許可証明等の写しを添付してください。

① ①事業所としての許可・免許等が必要なもの ①
事
業
所
と
し
て
の
許
可
・
免
許
等
が
必
要
な
も
の

事
業
所
と
し
て
の
許
可
・
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が
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要
な
も
の

森町様式１（第７面）許可・免許等が必要なもの



森町様式１（第7面）許可・免許等が必要なもの

番号 名称 詳細

※ただし、国又は地方公共団体が計量証明の事業を行う場合
及び次に掲げる他の法律で認可、登録、指定を受けている者
は、計量法に基づく事業の登録を受けることなく、当該事業
に係る分野の計量証明の事業を行うことができます。
（計量法施行令第27条）

⑴労働災害防止団体法（昭和39年法律第118号）第19条の
規定に基づく厚生労働大臣の認可を受けた者（財団法人中央
労働災害防止協会）

⑵下水道事業センター法の一部を改正する法律（昭和50年法
律第41号）による改正前の下水道事業センター法（昭和47年
法律第41号）第10条第１項の規定に基づく国土交通大臣の認
可を受けた者（財団法人日本下水道事業団）

⑶作業環境測定法（昭和50年法律第28号）第33条の規定に
基づく作業環境測定機関

⑷浄化漕法（昭和58年法律第43号）第57条の規定に基づく
環境大臣の指定を受けた者（指定検査機関）

管轄：都道府県知事
法令：計量法第107条

53 特定計量証明事業者認定
管轄：経済産業大臣・独立行政法人製品評価技術基盤機構
法令：計量法第121条の２

54 作業環境測定機関登録
管轄：厚生労働大臣・都道府県知事
法令：作業環境測定法第33条
　　　作業環境測定法施行規則第53条

55 不動産鑑定業登録
管轄：国土交通省・都道府県
法令：不動産の鑑定評価に関する法律第22条

56 クリーニング所開設届
管轄：都道府県知事
法令：クリーニング業法第５条

57 損害保険業免許
管轄：内閣総理大臣（金融庁）
法令：保険業法第３条

58 古物商営業許可
管轄：都道府県公安委員会
法令：古物営業法第３条

59 金属くず商営業許可
管轄：北海道公安委員会
法令：金属くず回収業に関する条例（北海道）第３条

60 解体工事業者
管轄：都道府県知事
法令：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条

番号 名称 詳細

上
記
以
外
に
も
あ
る
場
合
は

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

上
記
以
外
に
も
あ
る
場
合
は

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
所
と
し
て
の
許
可
・
免
許
等
が
必
要
な
も
の

52 計量証明事業登録※

事
業
所
と
し
て
の
許
可
・
免
許
等
が
必
要
な
も
の

① 上記以外にもある場合は記入してください。 ①

① 事業所としての許可・免許等が必要なもの ①

　　　希望する細分類の主な品目において事業所として必要な許可・登録等の番号に○を書いて
　　　許可証明等の写しを添付してください。

森町様式１（第７面）許可・免許等が必要なもの



森町様式１（第7面）許可・免許等が必要なもの

番号 名称 詳細

101 建築士
一級：国土交通大臣免許　二級・木造：都道府県知事免許
法令：建築士法第４条

102 建築基準適合判定資格者 法令：建築基準法施行規則第４条の20

103 特殊建築物等調査資格者 法令：建築基準法施行規則第４条の20

104 昇降機検査資格者 法令：建築基準法施行規則第４条の20

105 建築設備検査資格者 法令：建築基準法施行規則第４条の20

106 防火対象物点検資格者 法令：消防法施行規則第４条の２の４

甲種：消防用設備等の工事、整備及び点検ができる。
乙種：消防用設備等の整備及び点検ができる。

甲種　　　　　特類：特殊消防用設備等
甲種・乙類　第１類：屋内消火栓、スプリンクラー等
甲種・乙類　第２類：泡消火設備
甲種・乙類　第３類：不活性ガス消火設備等
甲種・乙類　第４類：自動火災報知設備等
甲種・乙類　第５類：金属製避難はしご等
　　　乙類　第６類：消火器
　　　乙類　第７類：漏電火災警報器

管轄：総務省（交付は都道府県知事）
法令：消防法第17条の９

108 消防設備点検資格者

特　種：特種消防用設備等
第１種：消火器、屋内消火栓設備等
第２種：自動火災報知設備、避難機具
管轄：総務省
法令：消防法施行規則第４条の２の４

109 ボイラー技士

特　級：全ての規模のボイラー取扱作業主任者になれる。
１　級：伝熱面積の合計が500㎡未満
２　級：伝熱面積の合計が25㎡未満
管轄：都道府県労働局（厚生労働省）
法令：労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令

110 ボイラー整備士
管轄：都道府県労働局（厚生労働省）
法令：労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令

甲種　　　：乙種第１類～６類の全ての種類の危険物の取扱
　　　　　　と立会
乙種第１類：酸化性固体（塩素酸カリウム等）
乙種第２類：可燃性固体（硫黄、赤燐、Mg）
乙種第３類：自然発火性物質及び禁水制物質（金属Na等）
乙種第４類：引火性液体（ガソリン・灯油等）
乙種第５類：自己反応性物質（ニトログリセリン等）
乙種第６類：酸化性液体（過酸化水素、硝酸等）
丙種　　　：乙種第４種の中の指定されたものの取扱

管轄：総務省（交付は都道府県）
法令：消防法
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② 技術者名簿（有資格者）の提出が必要なもの ②

危険物取扱者
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107 消防設備士
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　　　希望する細分類の主な品目において事業所として必要な許可・登録等の番号に○を書いて
　　　許可証明等の写しを添付してください。

森町様式１（第７面）許可・免許等が必要なもの



森町様式１（第7面）許可・免許等が必要なもの

番号 名称 詳細

AI第一種：アナログ伝送路設備（アナログ信号を入出力とする電気
通信回線設備をいう。以下同じ。）に端末設備又は自営電気通信設
備（以下「端末設備等」という。）を接続するための工事及び総合
デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事

AI第二種：アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
（端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であつて内
線の数が200以下のものに限る。）及び総合デジタル通信用設備
に端末設備等を接続するための工事（総合デジタル通信回線の数が
64kbps換算で50以下のものに限る。）

AI第三種アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事（端
末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。）及び総
合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事（総合デジ
タル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。）

DD第一種：デジタル伝送路設備（デジタル信号を入出力とする電
気通信回線設備をいう。以下同じ。）に端末設備等を接続するため
の工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続する
ための工事を除く。

DD第二種：デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工
事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が100Mbps（主と
してインターネットに接続するための回線にあつては1Gbps）以
下のものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備
等を接続するための工事を除く。

DD第三種：デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工
事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が1Gbps以下のも
のであつて、主としてインターネットに接続するための回線に係る
もの限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接
続するための工事を除く。

AI･DD総合種：アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末
設備等を接続するための工事

管轄：総務省（交付は都道府県知事）
法令：電気通信事業法

第一種：最大500キロワット未満の需要設備の電気工事作業まで
行うことができ、中小規模のビルや工場の屋内配線・受電設備配線
などを含む、ほとんどの電気工事に従事することが可能です。
第二種：一般用電気工作物の電気工事に従事します。

管轄：総務省（交付は都道府県知事）
法令：電気通信事業法

番号 名称 詳細
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114 監査に関する有資格者

システム監査技術者
公認情報システム監査人（CISA)
公認システム監査人
ISMS主任審査員
ISMS審査員
公認情報セキュリティ主任監査人
公認情報セキュリティ監査人

② 上記以外にもある場合は記入してください。 ②
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112 電気通信設備工事担任者
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113 電気工事士

　　　希望する細分類の主な品目において事業所として必要な許可・登録等の番号に○を書いて
　　　許可証明等の写しを添付してください。

② 技術者名簿（有資格者）の提出が必要なもの

森町様式１（第７面）許可・免許等が必要なもの


